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岩手県献血推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 献血思想の普及とその推進を図るため、岩手県献血推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を設ける。 

（所掌事務） 

第２ 協議会は次に掲げる事項を協議する。 

(１) 献血制度の広報活動に関すること。 

(２) 献血思想の普及に関すること。 

(３) 保存血液の需要計画に関すること。 

(４) 献血組織の育成に関すること。 

(５) その他献血制度の推進に関すること。 

（組織） 

第３ 協議会の構成員は、32名以内で組織する。 

２ 知事は、次に掲げる者に就任を依頼するものとする。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 医師会、薬剤師会から推薦を受けた者 

(３) 日赤岩手県支部事務局長及び血液センター所長 

(４) 商工会議所連合会、商工会連合会から推薦を受けた者 

(５) 市長会、町村会から推薦を受けた者 

(６) 労働組合、国民健康保険団体から推薦を受けた者 

(７) 高等学校長会、私学協会等教育機関及びＰＴＡ会から推薦を受けた者 

(８) 婦人会、青年団の団体から推薦を受けた者 

(９) 新聞、放送等報道機関から推薦を受けた者 

(10) 行政関係機関の職員 

(11) 献血に関するボランティア活動を行う者 

（役職） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、構成員のうちから互選する。 

３ 会長は、会務を総理し会議の議長となる。 

４ 副会長は、構成員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５ 会議は知事が招集する。 



（幹事） 

第６ 協議会に幹事若干名を置く。 

２ 幹事は県職員及び日赤岩手県支部職員のうちから会長が依頼し、会長が命じた協議会

の運営に必要な事項及び事務を行う。 

（任期） 

第７ 構成員及び幹事の任期は 2年とする。ただし、補欠により就任を依頼された構成員の

任期は前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第８ 協議会の庶務は、保健福祉部健康国保課において処理する。 

（その他必要事項） 

第９ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に

はかって定める。 

附 則 

この要綱は、昭和 39 年 11 月 26 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和 48 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和 52 年２月 10日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和 53 年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和 61 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 11 年１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 13 年 12 月 27 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年１月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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報告事項 

令和６年度献血推進事業等の概況について 

１ 令和６年度献血推進事業の概況について 

 (1) 啓発事業の実施 

実施事項 実施時期 内  容 

愛の血液助け合い運動 ７/１～

７/31 

県、市町村及び日本赤十字社岩手県支部の連携により、各種媒体を活用

し、集中的に広報活動を行った。 

・ポスターの掲示、広報誌・ホームページへの掲載など 

はたちの献血キャンペ

ーン 

１/１～

２/28 

新たに「はたち」を迎える若者を中心とした県民各層に対し、献血意識

の啓発を行う。 

・ポスターの掲示、広報誌・ホームページへの掲載など 

各種イベント献血 随時 ・クリスマス献血（主催：全国学生献血推進実行委員会、岩手県赤十字血

液センター 12/1～12/25） 

・バレンタイン献血（主催：岩手県赤十字血液センター 2/1～2/14） 

献血者確保パンフレッ

ト 

随時 複数回献血者等の確保に関するパンフレットの企画・作成及び広報等の

自由提案について、企画コンペを実施した。 

・複数回献血者等募集パンフレットの制作、配布 

・情報誌への掲載、YouTube広告の掲出 

献血啓発ポスター 随時 献血活動について、県民（特に若年層）に広く周知し、献血意識の啓発

や献血協力への動機付けを行うことを目的に啓発ポスターを制作し、電

車・バス車内等に掲示を行う。（３月） 

・啓発ポスターの制作・掲示 

電車車内（JR、IGR、三陸鉄道） 計 151車両 

バス車内（県交通、県北バス）  計 240台 

  

(2) ボランティア団体の育成 

実施事項 実施時期 内  容 

各種ボランティア団体

の育成強化 

通年 ライオンズクラブ、学生献血ボランティア及び各種団体等に対し献血制

度の啓発を行った。 

  

(3) 若年層対策 

実施事項 実施時期 内  容 

高校生献血の推進 通年 献血実施校において、校内放送による献血DJを実施し、献血の知識等に

ついて周知を行った。高校献血未実施校においても、献血セミナーや献血パ

ネル展示を行うなど高校生が献血に触れる機会を設けた。 

・高校献血実施校：12校 

・献血DJ実施校：１校（昼休みにエリア担当が献血PR） 

・献血セミナー実施校７校 

・献血パネル展示校11校 

（令和６年12月末現在） 

・全高校卒業生に県が作成するクリアファイルの配布（１月） 

 

 

資料No.1 
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 (4) 表彰等事業の推進 

実施事項 実施時期 内  容 

知事・日赤県支部長感謝

状の贈呈等 

７月  「愛の血液助け合い運動」の一環として、献血推進協力団体等に対す

る感謝状の贈呈並びに厚生労働大臣表彰状及び感謝状を授与した。 

・厚生労働大臣表彰状贈呈団体        ２団体 

・厚生労働大臣感謝状贈呈団体        ８団体 

・知事及び日赤県支部長感謝状贈呈団体  11団体 

  

(5) 血液製剤使用適正化の普及 

実施事項 実施時期 内  容 

合同輸血療法委員会 １月 ・令和６年度委員会アンケート調査及び血液製剤の供給状況等に関する

報告 

・特別講演Ⅰ:「岩手県立中央病院での学会認定・臨床輸血看護師の活動」  

 （ 岩手県立中央病院 看護師長 伊五澤 幸子 先生 ） 

・特別講演Ⅱ:「輸血用血液製剤の製造及び外観確認について」 

（ 日本赤十字社東北ブロック血液センター製剤部製剤一課長 星 尚宏 先生 ） 

・特別講演Ⅲ:「合同輸血療法委員会活動の光と影～出来ること・出来ないこと～」 

(弘前大学大学院医学研究科輸血・再生医学講座 教授 玉井 佳子 先生 ） 

血液製剤使用適正化推

進 

随時 血液製剤の使用適正化を図るための啓発資材を岩手医科大学医学部学

生に配布。 

 

 (6) 献血 Web会員サービス「ラブラッド」の推進 

実施事項 実施時期 内  容 

複数回献血者の確保 通年 献血接遇時に、リーフレットを使用しながら献血Web会員サービス「ラ

ブラッド」について説明し、普及を図った。 

「ラブラッド」登録者を中心にメール配信と、ハガキや電話依頼、献

血後の接遇時に次回の献血予約を勧めるなど複数回献血者の確保に努め

た。 

ラブラッド登録者数：26,107名（令和６年12月現在） 

 

 (7) 献血受入環境の整備 

実施事項 実施時期 内  容 

効果的な献血計画（運

行計画） 

通年 より効率的な献血受入れのため、献血協力者の動向等に十分配慮した

献血計画を策定した。  

献血ルーム「メルシー」

の機能強化 

通年  円滑な受入れに配慮した環境整備の促進（成分献血予約の促進、献血

者サービス、職員接遇研修等）、長期間休眠献血者への献血依頼を行っ

たほか、献血ルーム周辺企業、団体等を訪問し献血協力の依頼をした。

チラシ、パンフレットを活用し検診医師から献血者に対し健康指導を行

った。 

〔参 考〕報道各社による献血啓発 

・日本赤十字社作成の献血啓発ＣＭ「はたちの献血」を民放テレビ局の４社で計205本、民放ラジオ局の６社で計325本   

を無償で放送いただいた。同じく日本赤十字社作成の献血啓発ＣＭ「献血推進方策」を民放テレビ局４社で計523本、

民放ラジオ局６社で計661本を無償で放送いただいた。（令和５年度の実績） 

・岩手日報朝刊において、翌日の献血会場の周知記事を無償掲載いただいた。 

・ＮＨＫ盛岡放送局において、毎週金曜日に献血情報番組を無償放送いただいた。 



１ 近年の献血状況の推移 

（１） 献血者数の推移（全国・岩手県） 

 

 

 
 

【参考】           
全血献血協力者に対する 400ｍL献血者の割合（岩手県）       

  H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

400mL 献血者率(%) 86.2 91.9 95.5 95.1 94.8 94.3 95.5 95.5 95.9 96.0 

200ｍL（人） 5,061 2,774 1,469 1,580 1,629 1,813 1,416 1,384 1,267 1,258 

400ｍL（人） 31,631 31,606 31,121 30,892 29,512 29,826 30,046 29,686 29,318 30,574 
 
 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
成分 1,394 1,361 1,392 1,355 1,331 1,470 1,668 1,647 1,584 1,562

400ｍL 3,284 3,322 3,281 3,277 3,232 3,250 3,247 3,282 3,300 3,312

200ｍL 321 225 169 144 146 140 123 124 123 127

合計 4,999 4,909 4,842 4,776 4,708 4,859 5,038 5,053 5,008 5,003
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全国の献血者数の推移（単位：千人）

200ｍL 400ｍL 成分 合計

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
成分 11,516 10,898 11,701 10,749 11,222 11,757 13,062 13,411 12,519 12,237

400ｍL 31,631 31,606 31,121 30,892 29,512 29,826 30,046 29,686 29,318 30,574

200ｍL 5,061 2,774 1,469 1,580 1,629 1,813 1,416 1,384 1,267 1,258

合計 48,208 45,278 44,291 43,221 42,363 43,396 44,524 44,481 43,104 44,069
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県内の献血者数の推移（単位：人）

200ｍL 400ｍL 成分 合計

参考資料 



（２） 年代別献血者数（岩手県） 

 
 
【参考】 
若年層の各年齢層人口に対する献血者数の割合（令和５年度） 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
合計 48,208 45,278 44,291 43,221 42,363 43,396 44,524 44,481 43,104 44,069

10代 3,563 2,695 2,324 2,327 1,973 1,992 1,939 2,137 1,994 1,830

20代 8,570 7,551 7,324 6,836 6,501 6,817 6,559 6,267 6,053 6,070

30代 9,793 8,932 8,616 8,098 7,741 7,638 7,702 7,193 6,605 6,701

40代 11,855 11,568 11,659 11,407 11,293 11,264 11,586 11,154 10,461 10,493

50-60代 14,427 14,532 14,368 14,553 14,855 15,685 16,738 17,730 17,991 18,975
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16-19歳の献血率（％） 20-29歳の献血率（％） 30-39歳の献血率（％）

献血対象年齢人口層別に占める献血者数の割合（％）



（３） 年度別高校献血実施状況 

  学 校 数 献血実施校 生 徒 数 献血生徒数 献 血 率 

令和元年度 77  26  12,520  412  3.3  

令和２年度 76  23  10,849  398  3.7  

令和３年度 76  15  7,529  224  3.0  

令和４年度 76  17  7,878  228  2.9  

令和５年度 76 16 7,569 217 2.3 

 
【参考】 
県内各高校献血に関する取り組み実施状況 

 
 
 

 
 
 
 

 
（４） 輸血用血液製剤の供給状況 

 

  

 

R2実績 R3実績 R4実績 R5実績 R6見込み R7計画

血小板製剤 76,450 68,945 75,880 72,710 70,745 71,000

血漿製剤 14,167 14,758 15,922 14,456 15,784 15,050

赤血球製剤 52,685 52,823 58,466 53,754 54,013 53,900
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献血セミナー パネル展示 

実施校 参加人数 実施校 

令和３年度 ２ 173 １ 

令和４年度 ０ ０ ３ 

令和５年度 ２ 128 ４ 



岩手県の献血状況（令和６年） 

（１） 月別献血者数の推移 

 
 
（２） ４月～10月の複数回献血者数の推移 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R4 3,378 3,678 3,615 3,687 3,408 3,546 3,732 3,334 3,818 3,681 3,671 3,556
R5 3,622 3,628 3,631 3,531 3,442 3,414 3,766 3,573 4,003 3,805 3,802 3,852
R6 3,539 3,564 3,718 3,739 3,613 3,715 3,885 3,872
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令和７年度献血目標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この目標量は、医療機関における輸血用血液製剤の需要及び国から示されたアルブミン製剤等血漿分

画製剤用の原料血漿確保目標量を確保するために必要な血液量を算出し、設定したものである。 

２ 医療機関における令和７年度の血液製剤の需要見込みは、日本赤十字社が次年度の血液需要量の推計

を基に算出したものである。 

３ 血液製剤の国内自給自足の原則を踏まえ、自県で使用する血液は自県で確保することを基本とするが、

血液製剤の安定供給の確保、製剤の有効期限等を考慮し、東北ブロック内で適宜、需給調整を行うもの 

である。 

 

 

【献血目標の内訳】 

区分 
令和７年度 令和６年度 

献血量（L） 人数（人） 献血量（L） 人数（人） 

全血献血 
12,610 

（193） 

31,853 

（439） 
12,417 31,414 

 

200mL 
132 

（△16） 

658 

（△84） 
148 742 

400mL 
12,478 

（209） 

31,195 

（523） 
12,269 30,672 

成分献血 
6,469 

（371） 

11,612 

（720） 
6,098 10,892 

 

血小板 
2,478 

（14） 

4,554 

（130） 
2,464 4,424 

血漿 
3,991 

（357） 

7,058 

（590） 
3,634 6,468 

計 
19,079  

（564） 

43,465 

（1,159） 
18,515 42,306 

  ※ （  ）は令和６年度との差。 

献血量（L）は端数処理しているため、内訳と計は必ずしも一致しない。 

 

令和７年度に献血により確保すべき血液の目標量 

   全血献血  12,610L（31,853人相当） （前年度比：193L増） 

   成分献血   6,469L（11,612人相当） （前年度比：371L増） 

資料 No.2 協議事項１ 
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令和７年度岩手県献血推進計画（案） 

 

はじめに（現状と課題） 

 本県における近年の血液製剤の需要量は、赤血球製剤、血漿製剤及び血小板製剤ともに減少傾向に

ある。また、赤血球製剤については、その需要及び供給の９割以上を 400mL献血由来の高単位製剤が

占めている。 

本県の献血者数は、平成３年度以降、少子高齢化に伴う人口減少や血液製剤の高単位化に伴い減少

してきているが、平成 30年度以降はおおむね横ばい傾向にある。 

令和５年度の献血者数は延べ 44,069人となっており、献血可能年齢に相当する県民のおよそ 15人

に 1人から尊い献血への協力をいただいている。そのうち、若年層献血者数は年々減少傾向にあるこ

とから、将来にわたり輸血用血液製剤の安定供給を維持するために、若年層献血者の確保が急務とさ

れている。 

 このような状況のなかで、医療において必要となる血液製剤の「安定的な供給を支える持続可能な

需給体制を確保」するため、次に掲げる事項が課題となる。 

 １ 需要が高い高単位製剤（400mL献血、成分献血由来）に対応した献血者の確保 

 ２ 県内で使用される輸血用血液製剤を原則県内献血による確保 

 ３ 県民の献血に対する理解と協力の確保、特に 10歳代から 30歳代の献血者の確保 

 ４ 複数回献血者の確保 

 

 本計画は、このような現状と課題を踏まえ、献血について県民の理解を深めるとともに、岩手県赤

十字血液センター（以下、「血液センター」という。）による献血の受入が円滑に実施されるよう「安

全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（昭和 31年法律第 160号）第 10条第５項の規定に

基づき、令和７年度の本県における献血の推進に関する計画とするものである。 

 

  

資料 No.3 協議事項２ 
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第 1 献血目標 

  令和７年度に献血により受け入れる血液の目標量は、全血献血 12,610L（31,853人相当）、成分

献血 6,469L（11,612 人相当）とする。  

これは、県内医療機関における血液製剤の需要に対応するものと、国から示されたアルブミン製

剤等血漿分画製剤用の原料血漿確保目標量を確保するものである。 

【献血目標の内訳】 

区分 
令和７年度 令和６年度 

献血量（L） 人数（人） 献血量（L） 人数（人） 

全血献血 
12,610 

（193） 

31,853 

（439） 
12,417 31,414 

 

200mL 
132 

（△16） 

658 

（△84） 
148 742 

400mL 
12,478 

（209） 

31,195 

（523） 
12,269 30,672 

成分献血 
6,469 

（371） 

11,612 

（720） 
6,098 10,892 

 

血小板 
2,478 

（14） 

4,554 

（130） 
2,464 4,424 

血漿 
3,991 

（357） 

7,058 

（590） 
3,634 6,468 

計 
19,079  

（564） 

43,465 

（1,159） 
18,515 42,306 

  ※ （  ）は令和６年度との差。 
献血量（L）は端数処理しているため、内訳と計は必ずしも一致しない。 

 

第２ 献血推進 

 広く県民に対し献血思想の普及啓発を図り、献血血液による血液製剤の自給を推進するため、次

の事項を行う。 

１ 献血の普及啓発 

（１）献血推進キャンペーン等の実施 

ア 県、市町村及び血液センターは、相互に連携し、献血目標の達成及び献血の普及啓発を目

的に、次の献血推進キャンペーンを実施する。 

実施事項 実施時期 内  容 

愛の血液助け合い

運動 

７月 ・県、市町村及び日本赤十字社岩手県支部の連携による 400mL

献血及び成分献血の広報活動の強化 

はたちの献血キャ

ンペーン 

１～２月 ・新たに「はたち」を迎える若者を中心とした県民各層への

400mL献血及び成分献血の普及啓発の実施 

各種イベント献血

等 

随時 ・クリスマス献血（12月）、バレンタイン献血（２月） 

・岩手県献血マスコット「ココロンちゃん」を活用した街頭献

血の実施 
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イ 県及び日本赤十字社岩手県支部は、愛の血液助け合い運動の一環として、模範となる献血

推進協力団体等に対して、知事及び日本赤十字社岩手県支部長感謝状の贈呈を行うととも

に、併せて厚生労働大臣表彰状並びに感謝状の伝達を行う。 

実施事項 実施時期 内  容 

知事・日赤県支部長

感謝状の贈呈等 

７月 ・ 厚生労働大臣表彰状    概ね ２団体又は個人 

・ 厚生労働大臣感謝状    概ね ７団体又は個人 

・ 知事・日赤県支部長感謝状 概ね１１団体又は個人 

 

（２）若年層を対象とした普及啓発 

ア 高校生等に対する重点的な普及啓発 

     県、市町村及び血液センターは、相互に連携し、次世代の献血者を育てていくために、高

校献血を実施し、高校生に対する重点的な献血思想の普及に努める。 

また、血液製剤の安全性、製造効率、医療機関の需要の観点から、献血を推進する上では、

400mL 献血を基本として行う必要があるが、400mL 献血に献血者が不安のある場合は 200mL

献血を推進し、出来る限り献血を経験してもらえるよう努める。 

なお、高校献血の実施を原則とするが、実施が困難な場合は献血セミナーの開催に努め、

普及啓発を図る。 

血液センターは、中高生への普及啓発を図るため、献血ルームを中学生・高校生の職場体

験の場として提供することについて、学校へ働きかけをする。 

   イ 大学生等への普及啓発 

     血液センターは、県内の大学や専門学校を訪問し、献血の協力と 400mL 献血の推進を行う

とともに、入学オリエンテーション等での献血リーフレットの配布などを依頼する。 

ウ 学生ボランティアと協働した普及啓発 

     県及び血液センターは、相互に連携し、学生ボランティアの育成を図るとともに、イベン

ト会場等において協働し、献血思想の普及及び献血の推進を図る。 

 

実施事項 実施時期 内  容 

高校生への普

及啓発 

通年 ・高校献血の実施と併せてパネル展示等による献血思想の啓   

 発 

・全高校卒業生に県が作成するクリアファイルを配布 

・高校を訪問して献血セミナーによる普及啓発 

・献血ルームを中学生・高校生の職場体験の場として提供 

大学生等への

普及啓発 

通年 ・県内の大学や専門学校を訪問して献血への協力依頼及び入

学オリエンテーション時等でのリーフレットの配布 

学生ボランテ

ィアの支援 

通年 ・学生ボランティアを支援し、意見交換する場を設ける等、

活動の活性化を促す支援 
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   ＜数値目標＞ 

・「献血推進 2025」により国が設定する若年層における献血率の目標を達成するため、若年

層の献血率を上昇させる。 

「献血推進 2025」による取組（取組期間：令和３年度～令和７年度） 
 10代 20代 30代 

若年層における献血率の目標値 6.6％ 6.8％ 6.6％ 

(参考) 令和５年度 岩手県実績 4.4％ 6.3％ 5.9％ 

(参考)   〃   東北ブロック実績 5.2％ 6.2％ 6.1％ 

(参考)   〃   全国実績 4.7％ 5.3％ 5.3％ 

                    ※血液事業年度報 令和５年度統計表データ 

 

（３）献血ルーム及び献血バスにおける普及啓発 

ア 献血ルームにおける普及啓発 

献血ルームの周辺事業所、各種協会等を訪問し、献血ルームでの献血に協力いただける

よう、推進活動を強化する。 
イ 献血バスにおける普及啓発 

献血バスで全血献血を協力いただいた献血者に献血ルームのチラシを配布し、献血ルー

ムでの協力も依頼する。 
 

２ 400mL 献血の更なる推進 

   医療機関からの需要に応えるため、県、市町村及び血液センターは、献血受付時など多くの機

会を捉えて広く 400mL 献血を呼びかけ、400mL献血の理解と協力を求める普及啓発事業を展開す

る。 

実施事項 実施時期 内  容 

400mL 献血普及

啓発 

随時 ・400mL献血への理解と協力を求める広報活動やパンフレット

等を活用した普及啓発の実施 

・献血受付における 400mL献血誘引活動（ルーム） 

・各種イベントにおける岩手県献血マスコットキャラクター

を用いた 400mL献血の普及啓発の実施 

・公共交通機関の車内広告を活用した献血思想の普及啓発 

 

３ ボランティア団体の育成 

県、市町村及び血液センターは、相互に連携し、ライオンズクラブ、学生ボランティア及びそ

の他各種団体等に対し献血制度の啓発を行い、献血ボランティア団体の育成を図る。 
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４ 血液製剤使用適正化の普及 

県及び血液センターは、相互に連携し、医療機関や研修医等への啓発資材の配付等を通じ、血

液製剤の使用指針等の普及啓発を行う。 

さらに、合同輸血療法委員会により、血液製剤の適正使用の普及啓発を行う。 

実施事項 実施時期 内  容 

合同輸血療法委員

会の開催 

12月 

 

・医療機関における血液製剤使用に係る調査等の実施 

・講演会の開催等による血液製剤適正使用の啓発 

血液製剤使用適正

化推進 

随時 ・県内医療機関、研修医及び岩手医科大学医学部学生へ血

液製剤の適正使用に係る資料等を配布 

 

５ 複数回献血者の確保の強化 

血液センターは、県及び市町村の協力を得て、複数回献血者の確保のため、献血 Web会員サー

ビス「ラブラッド」（旧複数回献血クラブ）の会員の確保を推進する。 

（参考）ラブラッド登録者数：26,107名（令和 6年 12月現在） 

実施事項 実施時期 内  容 

複数回献血者の確

保の強化 

通年 ・献血接遇時、リーフレットを使用して献血 Web会員サービ

ス「ラブラッド」の会員を募集 

・献血のお願いはがきに会員登録用「二次元バーコード」の

表記 

・年１～２回の献血協力者に対し、再度協力いただくよう E

メール等で依頼 

 

６ パンフレット等を活用した献血協力者の確保 

   県は、献血協力者を安定的に確保するため、複数回献血者等募集パンフレットを作成する。県、

市町村及び血液センターは、パンフレット等を活用した普及啓発を行い献血協力者の安定確保

に努める。 

 

７ その他 

（１）献血推進協議会等の開催 

ア 献血推進協議会の開催 

県及び血液センターは、献血思想の普及と血液事業の適正な運営を確保するため、岩手県

献血推進協議会を開催し、県内における輸血用血液の需要量見込み等を基に、岩手県の献血

推進計画を検討、協議する。 

また、市町村は、市町村献血推進協議会を設置するとともに、その活用に努める。 

イ 献血推進担当者会議の開催 

県及び血液センターは、市町村及び保健所等の献血推進担当者会議を開催し、献血推進の

課題及び対応策等について研修及び意見交換等を行う。 

 

（２）献血受入環境の整備 

血液センターは、献血者が協力しやすい環境を整備し、県及び市町村と調整のうえ、効果的

な献血受入計画を立案する。 
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また、血液センターは、献血ルームにおける献血者の円滑な受入に配慮するため、献血者に

安心・安らぎを与える環境整備の促進等を行い、機能強化に努める。 

実施事項 実施時期 内  容 

効果的な献血受入

計画 

通年 ・献血協力者の動向等に十分配慮した献血受入計画の検討

及び策定 

・企業献血の年間献血受入回数の更なる強化 

・企業のほか、組合や団体への働きかけを強化、新規協力団

体の確保 

・大学、専門学校等での献血における、サークル等の集団献

血の依頼の促進 

・成分献血者に対し、次回献血日の予約の依頼 

献血ルームの機能

強化 

通年 ・これまで以上に予約献血を推進し、医療機関で必要とする

血液型別の血液確保に努めるとともに、混雑時の待ち時

間の減少やソーシャルディスタンスを確保する。 

 

第３ その他献血の推進に関する重要事項 

 １ 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価について 

 県は、市町村及び血液センターと適宜連絡調整し、献血推進施策の進捗状況について確認及び

評価を行うとともに、必要に応じ献血推進施策の見直しを行う。 

 

２ 供給体制の整備と在庫管理について 

 県及び血液センターは赤血球製剤等の在庫水準を随時把握し、在庫が不足する場合又は不足

が予測される場合には、供給に支障を来す危険性を勘案し、必要に応じ所要の献血推進措置を講

ずるものとする。 

 

 ３ 災害時等における献血の確保について 

 県及び市町村は、災害時あるいは感染症のまん延下であっても医療需要に応じた血液製剤の

安定供給を図るため、報道機関の協力を得て献血会場の周知や献血啓発ＣＭを行うとともに、献

血への協力及び献血者の確保に取り組む。 

また、県及び市町村は、災害時等において、血液センター等関係者と連携し、献血により得ら

れた血液が円滑に現場に供給されるよう措置を講ずる。 
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